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日本に住んでいる20
～60歳までの人は全て
国民年金に加入し､40
年間保険料を納めるこ
とになっています｡
私たちの暮らしにな

くてはならない国民年
金ですが､保険料の納
め忘れがあると､将来
受け取る年金額が減額
されたり受けられない
場合があります｡
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平成15年中に納めた
国民年金保険料は､ 平
成15年分の所得税の確
定申告において､全額
｢社会保険料控除｣の対
象になります｡ 所得税
法上､ 納付証明書は必
要ありませんが､納付
額のわかるものを持っ
て申告してください｡
なお､ 納付証明書が

必要な場合は､南社会
保険事務所に申請すれ
ば､ 交付を受けること
もできます｡ 印かん・
年金手帳を持参して申
請してください｡

 !�"

住民課保険年金係
℡820－5604

広島南社会保険事務所
℡253－7710
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